
 

 

（３３）カ ヌ ー 競 技 
 

 
１ 期  日  令和７年（２０２５年）１０月１９日（日） 

 

２ 会  場  香取市 黒部川カヌー場 

 

３ 競技種別及び参加人員  

  （１）個人種目：種別は、男子・女子とし、それぞれ ２５歳未満 ・ ２５～５０歳 ・ ５１歳以

上 の３つの部により実施する。なお、年齢算定基準は、大会開催年の４月１日を基準とす

る。 

※１郡市につき、男子は５人、女子は４人を、最大参加人員とする。 

  （２）団体種目： 

 

 

 

※個人種目の選手は、団体種目の選手を兼ねることができる。また、団体種目の監督は選手を

兼ねることができる。 

※個人・団体、片方の種目のみの参加を 可 とする。ただし、団体種目への参加は、 １郡市に

つき １チーム とする。 

 

４ 競技の規定及び方法 

  （１）競技上の規定 

      千葉県民スポーツ大会カヌー競技特別規則による。 

  （２）競技の方法 

個人種目：カヌーツーリングにより、コース（別添コース図参照）のスタート～ゴール

間の、１回の漕行タイムを競う。 

団体種目：カヌーツーリングリレーにより、コース周回の、１回の漕行タイムを競う。 

 

５ 参加資格及び制限 

   実施要項総則７による。他に次のことを定める。 

（１） 個人種目については、学生(大学院生を含む)、生徒の参加を 可 とし、団体種目につい

ては、男女とも 学生・高校生から１名、中学生から１名までとする。 

  （２） 参加者(監督を含む)は、スポーツ傷害保険に加入すること。 

 

６ 表彰および成績採点方法 

   個人・団体種目ともに、男女３位まで表彰 

   団体種目のみ、男女とも１位～８位まで点を与える。 

※団体種目の得点については、参加チーム数による。 

 

７ 用  具 

  （１）カヌー艇は原則として主催者が準備する。 

（２） パドル、ヘルメット及び救命胴衣（浮力７㎏以上）は競技者が持参する。 

 

８ 参加料 

（１）個人種目・・・・・・・・無 料（今年度のみ） 

団体種目(１チーム)・・・男子：４，０００円 

            女子：３，０００円 

（２）参加料は、下記口座へ振込むこと。 

   振込先：千葉銀行 小見川支店 普通 3075064 

         ﾁﾊﾞｹﾝｶﾇｰｷｮｳｶｲ  ｶｲﾁｮｳ  ﾐﾂﾓﾄﾅﾙｱｷ 

         千葉県カヌー協会 会長 密本成章 

 

種  別 監  督 選  手 補  漕 

男  子 １ ４ ３ 

女  子 １ ３ ２ 



 

 

９ 参加申込方法 

① 参加申込書は、所定の様式により、参加料の振込が確認できるものの写しを添付のうえ、

郡市体育・スポーツ協会で取りまとめ、９月１８日（木）までに下記２か所宛にデータで送

付する。 

  （申込先）同じものを２か所にメールにて 

カヌー競技担当 iriguti3142@gmail.com 

県民スポーツ大会事務局 kenmin-chiba@chiba-taikyo.jp 

②会長印が押印された申込完了届（ＰＤＦ）は、定められた期日までに、県民スポーツ大会事

務局へデータ（メール）で送付すること。 

県民スポーツ大会事務局 kenmin-chiba@chiba-taikyo.jp 

③選手変更については、９月３０日（火）までにメールで連絡すること。また、団体種目にお

ける大会当日の選手変更については申込者内での変更のみとし、漕順変更については、監督

会議までに所定の書面でメンバー表を提出する。県民スポーツ大会事務局へは、会長印の押

印された変更届（ＰＤＦ）をメール（データ）で送付すること。 

 

10 組み合わせ 

   ９月２４日（水）カヌー競技担当にて行う。 

 

11 連絡問い合わせ先 

（１）担 当 者  入 口 孝 弘  T e l ０９０‐１８８３‐５５６３ 

               Mail iriguti3142@gmail.com 
（カヌー競技事務局 

香取市小見川ｽﾎﾟｰﾂ･ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ内) F a x ０４７８‐８３‐０１４９ 
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